
※
個別の特別控除

※各人に給与所得又は公的年金等に係る雑所得がある場合は、各人の給与
所得又は公的年金等に係る雑所得から10万円（給与年金控除）を控除
した金額とする。
　（詳しくは、13ページ表３各種控除一覧表をご覧ください。）
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